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はじめに

愛知学院大学の関根と申します。ご紹介い

ただき、ありがとうございます。

自治体問題研究所の会員になったのは本当

につい数カ月前のことですが、第１回の参加

の会で記念講演という場をいただきまして、

お礼を申し上げます。

自治体問題研究所の活動については、先ほ

ど梅原先生がご紹介くださったように、大学

院生のころ、京都大学の岡田知弘先生に師事

していたときから、ずっと聞いておりました。

名古屋に来たのは５年ほど前になります。私

はずっと農業経済の研究をしておりまして、

今日はそういったお話をしたいと思っており

ます。お付き合いのほど、どうぞよろしくお

願いいたします。

今日も雨が降ってきたところですが、先日

の台風19号で私が活動している農業関係の全

国ネットワークの仲間も、災害の被災地に飛

んで現地の状況確認をしているところです。

ですので、被害がこれ以上拡大しないこと、

また１日も早い復興を願いながら、今日はお

話をしたいと思います。

冒頭、国連の家族農業、厳密に言うと家族

農林漁業なのですけれども、その10年が今年、

2019年から始まりました。この「家族農林漁

業の10年」あるいは「家族農業の10年」とい

う言葉をどこか新聞とかメディアとか、ご覧

になったことがある、聞いたことがあるとい

う方、もしいらっしゃいましたら、ちょっと

お手を上げてみていただけるでしょうか。

ありがとうございます。５人ほど手を上げ

ていただきまして、ゼロじゃなくてよかった

というところです。

今日は、先ほど冒頭でソサエティ5.0（Soc

iety 5.0）とかAIとかICTだとか、そういう

お話もありました。日本の農業はすごく高齢

化をして担い手もいないので、もうこれから

はITやロボット、GPSで無人走行するトラク

ターとか、そういう農業が未来の農業である

ということを政府も言って、スマート農業と

して旗を掲げているわけです。

実は私もずっと大企業による農業について、

大学院のころから、もう15年ほど前から研究

をしてきました。多国籍企業が日本の農業に

投資をして、全国でフランチャイズの農業を

展開している。でも、そこでは撤退も行われ

ていたり、住民の不安があったり、いろいろ

な地域との摩擦が起きていることも見てきま

した。

その後、国連で仕事をする機会がありまし

て、具体的には2012年から2013年にかけて、

世界食料（安全）保障委員会の専門家ハイレ
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ベル・パネルという諮問機関で、小規模農業

に関する報告書を書く機会がありました。日

本語版が2014年に農文協（農山漁村文化協会）

から『家族農業が世界の未来を開く』という

タイトルで出版されております。

そういった仕事にかかわる中で、どうも世

界の潮流というのは、日本政府が言っている

方向とは違う方向に向かっているようだとい

うことを知りました。当時、わたしもうれし

い驚きでしたが、なかなか日本ではこういう

ことが報道されていませんし、研究者含め、

行政含め、ほとんどの方が農業の現場にいる

方も、世界のこういう流れのことをご存じな

いという状況がありました。当初は「いや、

日本はだめだね」なんて言っていたのですが、

「だめだ、だめだ」と言っている自分も嫌だっ

たので、2017年に有志に呼びかけまして、

「小規模・家族農業ネットワーク・ジャパン」

という小さな組織をつくりました。そこで、

世界ではこういうことが行われていますよと

いうことを、細々ですけれども出版活動や講

演会をやったり、あとは家族農業に関するフ

ランスの映画に字幕を付けてインターネット

上で公開する取り組みなどをやってきました。

昨年は大学の在外研究を１年いただいていま

したので、ローマにある国連食糧農業機関と

いうところで１年、客員研究員をしていまし

た。

今日のお話は、そういった活動を経て今年

３月に農文協から出版しました『よくわかる

国連「家族農業の10年」と「小農の権利宣言」』

というブックレットのお話を、ぎゅっと凝縮

して40分でということなので、駆け足になり

ますけれども、お話をしていきたいと思いま

す。

２．世界は家族農林漁業の時代へ

まず、こういった世界のトレンド、農業、

食料、農村、あるいは環境にもかかわる政策

が大きく変わってきたなということを象徴す

る発言というのをちょっと集めてみました。

2013年、当時の国連のFAO事務局長が「家

族農業以外に持続可能な食料生産のパラダイ

ムに近い存在はない。家族農業を中心とした

政策を各国で実施する必要がある」と明確に

言っております。

そして、同じ年に開かれたEUの農相会合で

は「家族農業はEU農業のモデルの基礎である」

と。つまり、EUの農業は家族農業なんだとい

うことを言っているのです。

そして翌2014年、国際家族農業年という年

がありました。日本ではほとんど報道されな

かったので、今「えっ、そういう年があった

の」というふうに思われた方もいらっしゃる

かもしれません。国連では、すごく重要なこ

とに関して「国際○○年」とか「国際○○の

10年」とか、あと、昨日がちょうど国連の食

料デーだったのですが、毎年食料について考

えましょうという日、そういう啓発活動があ

ります。国際家族農業年のとき、大変すばら

しい取り組みで、１年で終わらせるのはもっ

たいないので「家族農業の10年」という10年

間の取り組みにしようということを求める動

きが市民社会を中心に始まっていきます。

そして、2017年にその努力が実りまして、

家族農業の10年を2019年から2028年にするこ

とが決まりました。驚かれるかもしれないで

すが、実は日本はこのとき、共同提案国になっ

ていて、国連総会で全会一致で可決されまし

た。

そして、2018年に「農民の権利宣言」とい

う権利宣言も、国連総会で賛成多数で可決を

されました。ただ、このとき日本政府は、議

論がまだ熟していないという理由で棄権をし

ています。

国際家族農業年のときに、この家族農業を

支援する全国組織がつくられた国がこちらの

図（省略）で示されていて、45カ国あります。

次の図（省略）は全国組織ではないのです

が、サポーター組織がある国を表しています。

お気付きのように、日本は空白地帯でした。

2017年になって、ようやくサポーター組織と

して私たちがつくったのが、先ほどのネット

ワークということです。
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年   主 な 出 来 事

2008  リーマンショック、  世界食料危機発生

 ビアカンペシーナが「農民の権利宣言」を発表

 WRFが  「国際家族農業年」  の設置を求める運動を開始

2011  国連総会が「国際家族農業年」 (2014年 )の設置を決定

2014  「国際家族農業年」、世界各地で家族農業関連イベント相次ぐ

2015  国連の持続可能な開発目標 (SDGs)誕生

 家族農業が SDGs達成の鍵と  して位置づけられる

2017  国連総会が「国連の家族農業の 10年」 (2019～ 28年 )設置を決定

 日本は議案の共同提案国

2018  国連総会が「農民と農村で働く人びとの権利宣言」  を採択

2019  「国連の家族農業の 10年」  が開幕

 G20新潟農相会合宣言に家族農業、小規模農業が明記される

表 1   家 族 農 業 に 関 す る 国 際 社 会 に お け る 主 な 動 き

資料： SFFNJ(2019)をもとに筆者作成。

下の表１が家族農業に関する国際的な動き

を、年表にしてまとめたものになります。

「誰が未来の農業を担っていく人たちなのだ

ろうか」という議論の方向が大きく変わって

きたのが、2008年ごろなのです。この年に何

があったかというと、リーマン・ショックが

あり、世界食料危機もありました。日本でも

食料価格が値上がりしたので、ご記憶の方も

いらっしゃると思います。このころにそれま

での方向性を大きく問い直すような議論が始

まります。後ほど詳しく見ていきます。

それから、今年は家族農業の10年が開幕し

たと同時に、G20の農相会合が新潟で開催さ

れました。G20農相会合の宣言文の中で、家

族農業、小規模農業という言葉がきちんと明

記されました。これは、新しい流れが始まっ

ていることを感じさせる出来事でした。

この国連の家族農業の10年の決議文では

「すべての国に家族農業のための公共政策の

改善・実施を奨励します」と言っています。

日本は国連加盟国として、この履行義務があ

るということになります。

そして、家族農業とはどういう存在かとい

うことが位置付けられています。栄養の改善

であるとか食料主権の保障、貧困・飢餓の撲

滅や生物多様性の保全、環境的持続可能性の

実現や移民問題などへの対応、それから、歴

史的・文化的・自然的遺産、伝統的慣習、文

化の保護と促進、農村住民の生活向上に貢献

することができる、こういう大変幅広い役割

を持っているということが明記されています。

実はこういった家族農業が世界の食料の８

割を生産していると言われているのですが、

同時に彼らは世界の貧困人口、栄養不足人口

の８割を占めているという、そういう現実も

あります。これは、パラドックス、矛盾とし

て知られています。

この決議文が求めていることは、データと

知識の共有によって正しい政策対話と政策決

定を実現しましょうということで、やはり政

策ということを大変重んじています。それか

ら、家族農業の中でも、特に女性と若者の直

面している状況を改善することを重視してい

ます。そして、公正な貿易システム、これも

重要であると言っています。

こういう家族農業の価値の見直しは、確実

にこの10年で国際的には進んできているので

すが、ではなぜ今、こういう評価に変わって

きているのかということで、次はちょっと大

きな時代の流れの中で考えてみたいと思いま

す。

３．３度目の経済危機を乗り越える処方箋と

しての家族農業

今、国連総会がニューヨークで開かれてい

て、気候変動サミットがあったり、ユース・

サミットがあって、スウェーデンの高校生の

グレタ・トゥンベリさんが環境に関する発言
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をしていろいろ注目されています。今、子ど

もたち、小・中学生や高校生が何百万人も世

界でデモをしている。そのぐらい今の私たち

の社会というのは持続可能ではない。「SDGs

（エスディージーズ：Sustainable Developm

ent Goals＝持続可能な開発目標）」が目標

になるということ自体、私たちの社会は持続

可能ではないということを表しているわけで

す。貧困や格差の問題、飢餓や気候変動、自

然資源の枯渇など、いろいろな問題があると。

私たちの社会というのは今、次の社会、より

持続可能な社会に向かっている移行期である

というふうに考えるべきじゃないかと思いま

す。それは同時に危機の時代でもあると、い

ろいろな危機、経済的危機、社会的危機、環

境的危機に直面しているということだと思い

ます。

経済的危機ということで言いますと、資本

主義の歴史の中で今は３度目の危機であると

いうことが言われます。

１度目の危機はいつか。1930年代の大恐慌

です。これに対して経済政策は何をしたかと

いうと、ケインズという経済学者が考えたケ

インズ主義政策です。大規模な公共事業をやっ

て雇用を創出し、有効需要を創出して経済の

好循環をつくっていく。これは40年ぐらいう

まくいったかに見えたのですが、1970年代の

２度のオイル危機、つまり２度目の危機によっ

て低成長になっていきます。これを何とかもっ

と成長させなければということで出てくるの

が新自由主義的な政策であり、今の日本の安

倍政権の経済政策にもつながってくるもので

す。これも30～40年、表面的にうまくいって

いるように見えたかもしれないのですが、い

ろいろな問題、格差の問題、環境的持続可能

性の問題が噴出してきまして、2008年のリー

マン・ショック、世界同時金融危機、経済危

機が３度目の危機であるというふうに言われ

ています。

私たちは今、この３度目の危機を乗り越え

る新たな処方箋、新自由主義とは異なる処方

箋を探している、経済政策を追い求めている

ということだと思います。社会的危機につい

ても格差や対立、紛争、分断、先ほど表現の

不自由展という問題がありましたように、文

化的多様性への不寛容などがあります。それ

から環境的危機、これは気候変動、まさに台

風19号も自然災害ではなくて、あれはやはり

人間の活動が引き起こした海水面の上昇であ

るとか気温の上昇によって、被害が拡大して

いるという側面がありますので、そういった

気候変動の問題、生物多様性の創出、環境汚

染、資源枯渇などあります。

こういった危機を乗り越えて持続可能な社

会へ移行することを考えたときに、実はその

中心に、家族農業を営む農家の人たちの姿が

浮かび上がってきます。実際、持続可能な開

発目標(SDGs)には17の目標があるのですが、

そのうち実に11の目標は、家族農業が直接解

決に貢献できると定義されています。

農業について言いますと、今日本でも規模

の拡大とか法人化、企業参入とかスマート化

ということが言われています。この考え方が、

どういった考え方の延長線上にあるのかとい

うことを歴史的に見てみますと、これは農業

の近代化、いわゆる緑の革命と言われる技術

革新の考え方の延長にあります。

農業の近代化というのは、規模拡大をして

機械化・効率化をして、農薬・化学肥料をた

くさん使って多種性の新品種を導入したり灌

漑をしたりするものです。大量生産と大量消

費、そして長距離輸送、そういったものに支

えられています。

同時に、食と農の距離がかい離をしていっ

たり、環境汚染や生物多様性の喪失、農村の

過疎化や農家の自立性の喪失が起こりました。

自立性というのは、昔の農家は農場にある資

源で、すべて自分で種を取って肥料もつくっ

て食料を生産していました。ところが、今は

種も農薬・化学肥料もマルチも買います。ハ

ウスにするならその鉄パイプもビニールも全

部買います。機械も買います。そうすると、

農産物の販売額に占める農家の手取り収入と

いうのは、昔７割あったのですが、今は３割
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なのです。

そういう形で農家の自立性が失われ、食の

安全、健康の問題が取りざたされています。

今、問題になっている豚コレラ、あれも大量

に殺処分して埋設しているわけですが、あれ

だけ集約的に同じ品種の動物を密集して飼え

ば、やはりああいう結果になるのです。もっ

と小規模で分散したシステムにしていれば、

あれだけの被害拡大はなかったのではないか

と思います。

こうした考えの中で、先ほどの新自由主義

というものが1970年代、1980年代から台頭し

てくるのですが、これは貿易の自由化や民営

化、規制緩和や農業補助金の削減をもたらし

ました。そして、多国籍企業規制も1980年代

までは、国連でかなり実質的な法的拘束力の

ある規制枠組みがあったのですが、これが19

90年代から解体されてきて、企業の社会的責

任とか自主規制、そういったものに委ねてい

こう、第三者認証で環境の取り組みを評価し

ていくという気運が高まります。その背後で

土地や種子の新たな囲い込み、ランド・グラ

ブと言われる大企業や国家による農地の囲い

込みが出てきます。日本政府のODAとしても、

アフリカのモザンビークのプロサバンナ計画

などでこういった問題が起こっていて、国際

的な非難を浴びるような、そういう事態になっ

ています。

こうした流れの中で、世界食料危機が2007

年から2008年にかけて起こりました。貿易を

自由化すれば貧困・飢餓の問題は解決される

はずであると新自由主義は教えてきたので、

そのとおりずっとガット・ウルグアイラウン

ド、WTO体制、FTAでどんどん貿易を自由化し

てきたのですが、現実には貧困・飢餓はこの

とき７億人から10億人に増加するという、逆

の事態が起こります。要するに、新自由主義

がうたっていた、利益は上から下にしたたり

落ちるトリクルダウンというのは起こらなかっ

た。これは歴史が教えてくれた事実ではない

かと思います。そして、今問われているのは

新しい社会のあり方、持続可能な食と農のあ

り方です。第三の危機の時代を克服するため

に、新自由主義を乗り越えるような新たな経

済政策処方箋、セオリーが求められています。

その中でキーワードになってくるのが、家族

農業とアグロエコロジー（Agroecology）だ

と思います。アグロエコロジーについてはちょっ

とまだ聞き慣れないという方が多いかもしれ

ないのですが、環境と調和した、社会に優し

い農業のあり方であり、循環型農業とか有機

農業とか自然農法をイメージしてもらえたら

いいと思います。

こういった社会のいろいろな問題に対して

いかに対応していくかということで言います

と、やはり部分的にここを直してあそこを直

してという、悪いところを部分治療するので

はなくて、私たちの社会全体が今病んでいる

とすれば、これはもっと全身治療として体質

から見直していく必要があると思います。ホ

リスティックなアプローチということです。

そして、体系的な、システミックなアプロー

チというものも必要だろうと思います。農業

だけ、食料だけということではなくて、社会

全体のシステムの問題として考える必要があ

るかなと思います。

４．家族農業とは何か

次に、家族農業とはそもそもどういった

ものかということも、ちょっと確認しておき

たいと思います。

イメージとしては、家族で営んでいる農業

を思い浮かべられると思います。ただ家族で

営んでいる農業にもいろいろな農業がありま

す。とても小規模なものもあれば、アメリカ

の家族農業というと、家族で経営していても

かなりビッグ・ビジネスを行っているケース

もあります。

ここでは国連の定義を確認しておきます。

国連では「家族が経営する農業、林業、漁業、

養殖、牧畜であり、男女の家族労働力を主と

して用いて実施されるもの」という定義をし

ています。

ここはポイントが三つありまして、家族農
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業、「ファミリー・ファーミング」と言って

いるのですが、その中には農業だけではなく

て、林業や漁業、畜産なども含まれていると

いうのが１点目。

２点目が、男女の家族労働力と言っている。

あえて「男女の」というふうに書いてあると

いうのは、実は世界の農業労働力の半数以上

は女性が行っているのです。ところが、農業

と言ったときに女性の姿がなかなか見えない、

意識化されないという問題があって、実は先

進国・途上国を問わず、女性の権利の問題と

いうものがあります。ですので、ここは男性

だけではなくて女性も担い手ですよというこ

とを強調しており、それが２点目。

３点目は、家族労働力を主として用いてい

るということです。

小規模農業とか小農、これは「農民」と言っ

たりします、ペザントですね、それぞれ定義

があるのですけれども、それぞれ家族労働力

ということを定義の中に入れています。

では、なぜ労働力に注目するのかと言いま

すと、例えば家族農業は、何ヘクタール以下

ですとか何ヘクタール以上ですというふうに

定義できないのは、日本での小規模・大規模

という概念と、例えばオーストラリアの大規

模・小規模の概念とは全く違います。地域と

か気候とか、それから何をつくっているのか、

畜産、牛を飼っている方とお米をつくってい

る方で、規模の比較は難しいです。販売額で

も、途上国と先進国で通貨の価値が違います

ので、販売額も使えない。それに対して、労

働力はどこでも一人１時間働く労働力は、同

じ人間ですので大体同じ形で測ることができ

るのです。そして、家族労働力が主であると

いうことで何を見ようとしているかと言いま

すと、その経営の目標や方針なのです。これ

はなかなか統計では表れないのですが、家族

労働力を主としている経営の目標は何ですか

というと「利潤が一番の目的です」と言う人

はまずいません。何が目的かというと、家計

の維持です。家計を維持して家族を食べさせ

ること、家族を守ること、自分の経営を存続

し、できるならばこの地域の集落、景観、文

化、そういうものを守りたい、そういう人た

ちが圧倒的に多いわけです。そういう意味で

は家族農業に対置されるものというのは、数

は少ないですけれども、資本主義的な企業農

業であると、これは営利を第一義的な目的と

する農業です。私もこういう農業の調査をだ

いぶしていたのですが、本当に３年ぐらいで

うまくいかなくなると、誘致をしてくれるほ

かの自治体があればすぐにそちらに移ってい

きます。やはりそこで生活をしてコミュニティ

の一員として生きている人たちなのかという

ことで、だいぶ経営方針に影響があるなと思

います。

家族と言うと、残念ながらネガティブなイ

メージを持たれる方も最近は多いようで、例

えば引きこもりとかドメスティックバイオレ

ンスであるとか、無理心中であるとか、何か

すごく家族・家庭というものが今、社会の中

で見えなくなってきて、その中で特に女性と

子ども、場合によってはお年寄りなどの弱者

が一番被害を受けているのが家庭・家族であ

ると、大変危険な場所であるというふうなこ

とをおっしゃる方がいます。あとは国の新自

由主義的な介護政策、社会保障政策の切り捨

ての中で、家族が最後の砦ですと、守ってく

れるものですよということで、家族の理想化

といったことを連想されて、家族というのを

何か危険じゃないかと私は聞かれたりするこ

とがあります。同時に家族の、特に農家の家

族というと、半封建的なイエ制度とか嫁が口

出せないということが、確かに今でも残って

いるところがあります。ですが、同時に家族

のあり方というのは農家も非農家もとても柔

軟に、時代とともに姿を変えて進化をしてい

ます。ですから、例えば血縁を伴わない養子

縁組みであるとか事実婚であったり、最近注

目されるようになってきたLGBTの同性同士の

夫婦による農業、そういう家族農業もありま

す。ですから、大変多様であるということを

お伝えしておきたいと思います。

次は次ページの表２の統計を見ていきたい
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表２　家族農業の現状

◆世界の農場の9割以上は家族農業     

◆世界の食料の8割以上を供給

◆世界の漁業の9割以上は家族漁業

◆世界の漁獲量の6割以上を供給

◆世界の農場の73％が1ha未満、85％が2ha未満

◆経営規模の地理的多様性

◆世界の貧困 ・飢餓人口の8割が農村で農業を営む

◆女性が経営する農場は男性より50～66％小さい

◆日本：97％が家族経営

出典：SFFNJ(2019) 

　　　　53％が1ha未満、91％が5ha未満

のですが、世界の農場の９割以上が実は家族

農業です。彼らは全体の食料の８割以上を供

給している。つまり食料安全保障とか食料主

権ということを考えるのであれば、彼ら抜き

では考えられない。貧困・飢餓の撲滅と言っ

たときには、彼らなくしてはあり得ないとい

うことです。

そして、漁業についても９割以上が家族漁

業、世界の漁獲量の６割以上を供給していま

す。

そして、世界の農場の73パーセントが１ヘ

クタール未満の農家によって担われている。

とても小さいですね。85パーセントが２ヘク

タール未満の規模です。

そして、この経営規模というのは地理的に

とても多様で、特に日本が位置する東アジア

や東南アジア、モンスーンアジアと呼ばれる

地域は稲作地帯であり、大変土地生産性が高

いので、小規模でも大変豊かな農業を営める

場所です。

そして、世界の貧困・飢餓人口の８割が農

村で農業を営んでいるという、そういう脆弱

性も持っている。だから同時に貧困・飢餓の

撲滅というSDGs、持続可能な開発目標を達成

しようと思ったら、彼らに支援をするという

ことが最も望まれているということです。

それから、女性について先ほど言いました

が、女性が経営する農場は、男性が経営する

農場に比べてその規模は半分から３分の１で

す。そうしたことから、やはり女性に対する

支援も重要だろうと思います。日本は97パー

セントが家族経営で、それから53パーセント

が1ヘクタール未満、91パーセントが５ヘク

タール未満となっています。

５．エネルギー効率、雇用創出力が高く国土

保全・生物多様性を保つものとしての家族

農業

次に、なぜ家族農業は効率的なのか、効率

的と見なされるようになったのかについてお

話します。今までは、家族農業イコール小規

模、非効率、時代遅れと言われてきて、だか

ら大規模化し、法人化して近代的技術や資本

を導入して、それによって効率化を図るべき

であると言われてきました。おそらく日本で

は、今でもこういうことが多くの人によって

信じられていると思うのですが、実はこの効

率性、生産性という概念が今、大きく変わっ

ているのです。

そもそも生産性とは、その時代、その時代

の最も希少な財の生産効率を測る概念です。

戻ってきたとき、農地が足りなくて、みん

な一生懸命に田畑を耕して、土地生産性を上

げようとしました。土地が足りないときは、
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１反当たりお米が何俵とれるかということを、

とても重視するわけです。

ところが時代が変わって、農村・農業から

人がいなくなって過疎化の時代になると、今

度は一番希少な財は労働力になるわけです。

そうすると、労働生産性を上げるために、規

模拡大をしたり機械を導入したりします。そ

して、労働１時間当たりの生産性、お米が何

俵とれるかということを考えるようになりま

す。

ところが21世紀、一番希少な財とは何でしょ

うか、皆さん。「今は担い手がいない」と言

われているのですが、実は21世紀、一番希少

な財はエネルギーです。資源をどのぐらい投

入して、そこからどのぐらいのエネルギーを

取り出すのか。これは例えば、大型の植物工

場でトマトをつくっている場合を考えてみる

と分かると思います。そこで使うための資材、

これは建物の建築に使うものも含めて考えま

す。日本はその資材のほとんど、鉄でもビニー

ルでもすべて輸入をしています。それらを輸

入するために消費されるエネルギー、それを

動かすためのエネルギー。これもすべて石油

換算にして計算することができます。そうす

ると、投入された全てのエネルギー量に対し

て、トマトとして何キロカロリーをとり出し

たのか、これでエネルギー効率性を測ってみ

ます。そうすると、とても先進的な農業だと

信じられてきたものが、実はエネルギー効率

性で見ると大変低かった。

そして、今まで時代遅れだと思われてきた

伝統的な農業、例えば畑にあるものですべて

をまかなう有機農業、これは労働生産性が大

変低くて、「こんな農業をしていたら国際競

争時代に勝てないよ」と言われていたものが、

エネルギー効率性は極めて高かったというこ

とが分かってきます。

そして、社会的効率性というのは、過疎の

地域で農業が営まれているということ、それ

によって国土、環境、生物多様性、景観、そ

して地域の就業機会・雇用が維持されている

ということです。

日本では「雇用」というと、農業生産法人

に雇われる、パートやアルバイトで雇われる、

正社員で雇われる、これを「農の雇用創出」

と言っています。けれども、ヨーロッパでは

農の雇用創出で一番重視されているのは、自

分で自分を雇う自営農業なのです。それは小

規模な家族農業こそ農村における雇用創出力

が一番あるのです。

そして、100軒の農家がその集落にあれば、

その100軒の農家が普段行く食堂であり、お

豆腐屋さんであり、居酒屋さんであり、そう

いうお店が30軒必要になります。ところが、

どんどん規模拡大をしていって、集落に10軒

しか農家が残らなくなってしまった今、その

10軒の農家のために30軒のお店は必要なくな

ります。こういう形でどんどん過疎化していっ

てしまっている。

そういったことを考慮した上で、そこに農

業がなくなり、林業がなくなり、漁業がなく

なり、としたときに、大規模な土砂災害が起

こる。それが今、現実になっています。です

から、「農業の価値」というもの、何兆円か

という試算もあるのですが、やはり何兆円払っ

ても、災害で失われた人命は戻ってこないの

です。家畜、農地、木々もなぎ倒されて失わ

れていく。そういう生命は元に戻らないので

す、いくらお金があっても。ですので、そう

いう人たちが細々とでも農業を中山間地域・

地方で営んでいること、その社会的効率性、

財政的な効率性にもなると思いますけれども、

そういった視点が必要だということです。

６．キーワードとしてのアグロエコロジー

次ページの表３はSDGsの目標を表していま

す。貧困・飢餓をなくそうとか、17の目標の

うち11で家族農業が貢献できると言われてい

ます。

この持続可能な次の社会、私たちが移行を

目指している社会における食と農で、キーワー

ドになると今言われているのが、アグロエコ

ロジーです。アグロエコロジーとは何でしょ

うか。生態系の営みの助けを借りる農業に関
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する学問、農業生態学として出発したのです

が、やがてその実践、そして実践をするため

の社会運動になっていきます。ですから、学

問であり実践であり社会運動であるという、

三つの側面を持ったものだと定義されていま

す。

1970年代に、中南米の伝統的農業の研究を

しているカリフォルニア大学のミゲル・アル

ティエリ先生が唱えて、世界的に有名になっ

ていきます。1990年代には中南米のブラジル

やキューバといった国々で、実際に農業政策

に取り入れられます。そのころはまだ有機農

業や自然農法のように「環境にはいいかもし

れないけど、それで世界の人口は養えないで

しょう」と思われてきました。「収量は３分

の１になっちゃうんじゃないの」というふう

に言われてきたのですが、2006年に55カ国、

198の比較研究プロジェクトがありまして、

そこで収量が従来の農薬・化学肥料を使う慣

行農業よりも平均で８割増えるという、そう

いう驚きの結果が出てきました。

それによって、世界の農業の未来はこのア

グロエコロジーに託すしかないという、そう

いう評価に変わってきます。2010年には国連

の特別報告の中で、「今こそ世界はアグロエ

コロジーの推進にかじを切るべきである」と

言われるようになりました。

そして2013年、国連貿易開発会議（UNCTAD

: United Nations Conference on Trade and

Development）が毎年出している報告書の中

で、こういうことを言っています。「大規模

企業的農業から小規模農業・アグロエコロジー

への転換を求める」。この報告書のタイトル

が印象的で、「手遅れになる前に目覚めよ」

という、そういう大変強いメッセージが発せ

られました。そして、翌2014年は国際家族農

業年ですけれども、このときには国連のFAO

が世界的な農民組織であるヴィア・カンペシー

ナ（Via Campesina）とアグロエコロジー推

進で連携をしていくという覚え書きを交わし

たり、フランスが日本の農業基本法に当たる

農業未来法というものを新たにつくり、その

中でアグロエコロジーの推進をうたっていま

す。

フランスはほかにもいろいろかなりラディ

カルな改革をやっています。例えば、2021年

までに学校給食などの公共調達で、有機農産

物の割合を20パーセント以上とすることを法

律で義務付けました。また、不耕起栽培、で

きるだけ耕さない農業、これは自然農法など

であるのですが、これを推進しています。耕

すと、実は土の中の二酸化炭素とか窒素酸化

物が空気中に放出されて、これが温室効果ガ

スになります。実は、農業由来の温室効果ガ

スは全体の３分の１を占めるということで、

フランスは本格的にこういう農業にかじを切

り始めました。

そして2015年、マリ共和国で国際アグロエ
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コロジー・フォーラムが開催され、日本でも

第１回アグロエコロジー会議が開催されまし

た。日本では現在までに３回の会議が開催さ

れています。そして、現在はラテンアメリカ

やアジア、アフリカの発展途上国だけではな

く、イギリスやフランス、アメリカでもアグ

ロエコロジー推進の動きが広まってきている。

かなりこういう新しい動きがこの５年、10年

で始まっています。

アグロエコロジーの概念が少し分かりにく

いと思いますので、去年発表された国連の10

原則をご紹介しておきます。

まず、多様性ということです。有機農業は、

有機農産物の認証、日本で言うと有機JASの

認証をつくる過程で、何をもって有機農産物

とするかといったときに、農薬・化学肥料を

使わない、遺伝子組換えを使わないという定

義を入れていきます。でもそうすると、例え

ばオーストラリアで1,200ヘクタールのイチ

ゴの有機栽培というのができてしまいます。

1,200ヘクタール、イチゴだけと。自然界で

こんなことはあり得ないです。モノカルチャー

です。アグロエコロジーはそうならないよう

に多様性、つまりいろいろな農産物を、例え

ば輪作をするとか混植をするとか、有畜複合

で家畜と組み合わせるとか、そういうことを

条件にしています。

それから、知の共同創造と共有ということ

で、たとえ環境に優しいことをやっていても、

種子の知的財産権を企業が握ってしまうとか、

そういうことはアグロエコロジーではないと

いうことです。

それから、自然と人間の営みの相乗効果、

資源・エネルギーの効率性、循環などです。

レジリエンスというのは最近、日本でも流行

りの言葉ですけれども、回復力ということで、

今回の台風のような災害などに対する経営の

回復力ということになります。

そのほかにもいろいろあるのですが、10番

目、循環型経済・連帯経済があがっています。

実はアグロエコロジーというのは農業のこと

だけを言っているのではないのです。つくっ

た農産物を地域で循環させていく、経済も地

域で循環させていく、岡田先生の言葉を借り

ると「地域内再投資力」ということになりま

すが、そういったこともうたわれています。

こう見ると、日本農業を見てもそうなので

すが、家族農業すべてがアグロエコロジーを

実践しているわけでは、現在のところ、残念

ながらありません。しかし、アグロエコロジー

の実践者というのは、みんな家族農業である

というふうに言えると思います。いかにすべ

ての農業をこのアグロエコロジー的農業に転

換できるかということが、今の課題として国

連などの国際社会では語られるようになって

きています。

７．家族農業の10年の実施体制と行動計画

次に、家族農業の10年の具体的な実施体制

についてお話ししておきたいと思います。

実際の運営に当たるのは国際運営委員会が、

去年11月にローマで設置されました。25の国

と組織で構成されていまして、ガイドライン

や具体的な行動計画（アクションプラン）と

いうものをつくっています。そして、今年５

月29日に、ローマで開幕式がありました。今

後は毎年10月にローマで開かれる世界食料

（安全）保障委員会でどういう取り組みをし

たのかを各国が報告することになっています。

日本からも報告します。

国内の体制でいいますと、農水省が家族農

業の10年の窓口を設置しました。そして、民

間としては家族農林漁業プラットフォーム・

ジャパン（FFPJ: Family Farming Platform

Japan）というところが今年の６月に設立さ

れています。私も冒頭でご紹介したネットワー

クというのをつくっていたのですが、そこを

さらに大きくするような形で呼びかけまして、

設立しています。

代表には、この東海地域である三重県の愛

農会の会長の村上真平さんが、副代表にはJC

FU全国沿岸漁民連絡協議会の事務局長の二平

章さんが就任されています。

あと、つい最近また総会・理事会がありま
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表４ 世界行動計画：7つの柱

重要事項 柱

1 政策 家族農業の強化を実現できる政策環境を構築する 

2 若者 若者を支援し、家族農業の世代間の持続可能性を確保する(横断的柱) 

3 女性 家族農業における男女平等と農村の女性の リーダーシップを促進する(横断的柱)

4 農業組織
家族農業組織とその知識を生み出す能力、加盟農民の代表性、農村と都市で包括的
なサービスを提供する能力を強化する

5
レジリエンス
（回復力）

家族農家、 農村世帯および農村コミュニティの社会経済的統合、 レジリエンス(回
復力)および福祉を改善する

6 気候変動 気候変動に強い食料システムのために家族農業の持続可能性を促進する 

7
多面的機能/

多就業
地域の発展と生物多様性、環境、文化を保護する食料システムに貢献する社会的イ
ノベーションを促進するために、 家族農家の多面性を強化する

して、ここに林業の関係のNPO法人・自伐型

林業推進協会の事務局長の上垣喜寛さんが就

任されています。事務局には農民運動全国連

合会（通称農民連）が就任しておりまして、

現在参加者、団体や個人会員を募集しており

ますので、よろしければ皆さんも検索してみ

ていただけたらと思います。

趣旨は、「家族農業を日本の農業・食料政

策の中心に位置付け、持続可能な社会の実現

を目指していく」ということです。シンポジ

ウムや学習会の開催、情報共有や発信、政府

との政策対話、それからこの10年の日本の活

動計画をつくって、その達成度をモニタリン

グし、国連に報告していくという活動をこれ

から10年間やっていこうと思っています。農

林漁業ですので、やはり東京で話をするより

現場に行って、地方に近いところで話をしな

いと何も変わらないということで、都道府県

段階のプラットフォームというのも設立して

います。実は今日、和歌山県のほうで都道府

県プラットフォーム第１号のプラットフォー

ム和歌山が誕生していまして、同じ時間帯に

設立フォーラムをやっているところです。ほ

かにも福島とか栃木とかいろいろなところで、

設立の動きが今、出てきています。

次に、世界行動計画の七つの柱がありまし

て、下の表４に整理しました。第１には家族

農業を強化するような、そういう政策環境を

つくりましょうということです。それから、

若者と女性への支援を、そして農業組織の強

化、レジリエンスの強化、気候変動への対応、

多面的機能の強化などがあります。

最後に、今年３月に、第６回世界家族農業

会議がスペインのビルバオでありまして、私

も茨城で新規就農された農家の方と一緒に参

加してきました。その中でちょっと印象的な

お話がありましたので、そこだけご紹介した

いと思います。

ここでは、ワークショップをやって、ブレー

ンストーミングをやりながら、これから10年

間の行動計画（アクションプラン）を考えま

した。私たちが参加したアジアのグループで

は、農家の方、女性の方も多かったのですが、

皆さん本当に熱心に考えていらっしゃって、

コーディネーターの国連の人が「Ｗｏｗ」と

言って驚いたぐらい、すごく熱気にあふれて

いました。「コーヒーブレイク、休憩しよう

よ」と言っても「いらない、そんなもの」と

いう感じでした。みんなとても仲良しになっ

て、今でもSNSでつながっています。

この中で、とても印象的なお話がありまし

た。アジア農民の会の代表の方が演説で以下

のようなお話をしてました。「私には夢があ

ります。その夢とは、2028年の朝、目覚めた

子どもが『私、農家になりたい』と願い、農

家は『僕は農家であり続けたい』と心から思
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えるようになっていることです」と。そして、

「農家なくして食料なし、未来なし（No Far

mer, No Food, No Future）」というお話が

ありました。とてもいい言葉だと思ったので、

ちょっとご紹介致しました。

以上のように、私たちは今、本当に歴史の

分岐点にいるのだと思います。日本について

は、ちょっと方向性が違いますよというお話

ばかりしたのですが、実は世界が今目指して

いるアグロエコロジーは、実はその実践のお

手本は日本にあるのです。私が海外に行くと、

「えっ、日本から来たんですか。あの福岡正

信を生んだ国の人ですよね。うらやましいで

す」というようなお話をされます。福岡正信

さん、自然農法の第一人者です。それから、

日本の産消提携という、生産者と消費者が結

び付いて、直接安心できる農産物をやり取り

する、今の生協の流れにつながった流れは、

TEIKEI(提携)として海外で紹介されており、

今はCSA（Community Supported Agriculture

＝地域で支える農業）として世界的に広がっ

ている運動のお手本になっています。それか

ら、参加型認証システム、第三者認証ではな

く二者認証で信頼関係を構築する。これも、

日本発の認証制度として今、大変注目されて

います。そのほかにも、世界農業遺産（GIAH

S：Globally Important Agricultural Herit

age Systems）というのは、日本が世界第二

位の認証数を誇る国で、伝統的な小規模農業、

その農業システムが残っている国ということ

になっています。

８．地球を救う機会を持つ最後の世代として

の行動を

私たちが家族農林漁業の10年ということを

考えるときに、農林水産業のためだけじゃな

いなということを今日、感じていただけたら

大変うれしいです。もっと言うと人類のため

だけではなく、ほかの生物や環境を含む地球

のためであり、次の世代・未来の世代のため

の10年だと思います。そしてSDGsでは、私た

ち、この今生きている現役世代・大人たちは、

地球を救う機会を持つ最後の世代であると言

われています。その最後の世代として責任あ

る行動を、日本の私たちも取りたいと思いま

す。

具体的にできること。いろいろな立場、そ

れぞれの専門性を生かして、政策対話につな

げていくということだと思います。その中で

家族農林漁業を見直して、政策の中心に位置

付けるということが必要だと思います。

こういう形でお話しさせていただくと、

「ああ今日のお話、よかったね」と言って家

に帰っていって、また同じ日常に戻ってしま

うということが大変よくあると聞きました。

じゃあ誰でも今日からできることは何かあり

ますか、と聞かれたときに、私がいつもご提

案するのが、今すぐ受け身の自分を捨てるこ

とですと。言うは易しかもしれないですね。

どうしても国連の家族農林漁業の10年とか

「国連の」というと、あ、何か国連がいいこ

としてくれるのかなと、国が動くんじゃない

かなというふうに期待をしてしまいます。で

すが、世界が変わるためには自分がまず変わ

らなければということで動かなければ、おそ

らく家族農林漁業の10年というのも何も起こ

らないまま、何も変わらないまま10年が経っ

てしまいます。ですから、皆さんの例えばパー

トナーの方、家族の方、友人の方、知人の方、

同僚の方、近所の方でもいいです。皆さんの

大切な方に「世界ではこういう新しい動きが

あるんだって」ということを、一言お話しし

て共有していただきたいと思います。それが、

家族農林漁業の10年の当事者として生きると

いうことであり、パラダイムが大きく転換す

るこの時代と正面から向き合っていくという

こと、すなわち、新しい社会をつくるという

ことになると思います。持続可能な未来をつ

くるために、今日から皆さんもご一緒に種を

まいていただけたらと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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